
令和８年度 協働のまちづくり事業助成金 フロー図 

                    R８.3 島根県市町村振興協会 

 
 

 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 必要に応じ ※１ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※１ 変更申請が必要な場合（要綱第８条） 

    ①事業の追加や事業毎の助成金を増額する場合 

    ②事業の目的や事業の主要部分（助成対象事業費の３０％以上）を変更す

る場合（判断に迷った場合はご相談ください） 

    ③事業が期間内に完了することができないと見込まれる場合 

④事業の中止 

※２ 年度末のスケジュールについては、２月下旬頃にお知らせします。 
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① 第一次〆切（６月３０日） 

・｢補助金交付申請書｣  

添付書類 事業実施計画（様式第 1 号その 2） 

     チェックリスト､見積書等 

②７月下旬  

・｢交付決定通知｣ 

③随時（全ての事業完了後） ※２ 

・｢実績報告書｣ 
添付書類  

事業の実施状況がわかる書類（写真、チラシ等） 

支出額がわかる書類 

（実施団体の科目別内訳表、領収書等） 

④随時 ※２ 

・｢確定通知｣ 

・交付 

・｢変更交付申請書｣ 

・「変更交付決定通知」 

①第二次〆切（９月３０日） 

・｢補助金交付申請書｣  

添付書類 事業実施計画（様式第 1 号その 2） 

     チェックリスト､見積書等 

②１０月下旬  

・｢交付決定通知｣ 


